
北九州広域都市計画地区計画の変更（北九州市決定） 
 

都市計画小森地区地区計画を次のように変更する。 

名 称 小森地区地区計画 

位 置 北九州市小倉南区大字小森及び大字呼野地内 

面 積 約０．８ha 

地区計画の目標 

当地区は、小倉南区の中心から南方に１１㎞の市街化調整区域内に位置しあり、さ

らに３㎞南下すると田川郡香春町との市境がひかえているなる市域周縁部に位置す

る。周辺部は、北九州国定公園内平尾台地区をはじめとする自然環境に恵まれてお

り、一般国道３２２号の整備と共に利便性も増し幹線道路や、ＪＲ日田英彦山線沿いに

まとまった集落が形成されている。 

当地区では、戸建住宅地としての宅地開発が計画されているたことから、周辺の自

然環境に配慮しながらた適正な規制及び誘導を行い、良好な居住環境の形成及び保

全を図ることを目標とする。 
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土地利用の

方針 

周辺の地域における環境の保全上の支障がないようにうるおいのある戸建住宅地

としての土地利用を図る。 

建築物等の

整備の方針 

建築物の用途、敷地規模、壁面の位置等必要な制限を定め、敷地内に残されてい

る樹木を極力残すよう努めることにより、戸建住宅地としての良好な住環境の形成を

図る。 
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建築物等の

用途の制限 

 建築できる建築物は、次に掲げるものとする。 

１ 住宅（長屋を除く。） 

２ 集会所又は公民館 

３ 診療所 

４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の４

で定める公益上必要な建築物 

５ 前各号の建築物に附属するもの 

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度 

６／１０ 

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度 

４／１０ 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

２５０㎡。ただし、集会所若しくは公民館又は巡査派出所、公衆電話所その他これら

に類する公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。 

壁面の位置

の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距

離は、１．０ｍ以上とする。ただし、次のいずれかに該当する建築物又はその部分につ

いては、この限りでない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下のもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積

の合計が５㎡以内のもの 

案 
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建築物等の

高さの最高

限度 

１０ｍ。ただし、軒の高さは７ｍ以下とする。 

建築物等の

形態又は意

匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色は、周辺の居住環境に調和した

落ち着いたものとする。 

垣 又 は さ く

の構造の制

限 

１ 地区内道路市道小森呼野１号線に面する側は、垣又はさくを設置しないこと。 

２ それ以外の道路市道小森３７号線に面する側に設ける場合は、生垣ブロック塀そ

の他これらに類するものは使用しないこととし、色は周辺の居住環境に調和した落ち

着いたものとする。 

３ 隣地境界に面する側に設ける場合は、ブロック塀その他これらに類するものは、使

用しないこととする。 

備考 
用語の定義及び面積、高さ等の算定方法については、建築基準法及び同法施行令

の例による。 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理 由 

都市計画区域の変更に伴い、「北九州都市計画」を「北九州広域都市計画」に変更するものである。 

当地区での地区計画は、当初策定から２０年以上経過し、今後の地区の環境整備について地区内の権利

者等と協議した結果、「垣又はさくの構造の制限」について変更するもの。 

 

当初 ： 平成１３年９月１８日告示 第３７２号  変更（最終） ： 平成２９年１月２４日告示 第２９－２号令和 

年 月 日告示 第 号 

 


